
　

県
内
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る

と
き
に
、健
康
保
険
証
と
一
緒
に

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
提

示
す
る
と
、保
険
診
療
の
自
己
負

担
分
ま
で
を
町
が
助
成
し
ま
す
。

　
※
該
当
者
に
は
７
月
中
に
通
知
を

送
付
し
ま
す
。

　

中
学
生
ま
で
の
医
療
費
無
料
化

制
度
は
、社
会
全
体
で
子
ど
も
を

支
え
る
た
め
、皆
さ
ま
の
税
金
で

ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。将
来
に

わ
た
り
維
持
し
て
い
く
た
め
、制

度
の
仕
組
み
や
目
的
を
ご
理
解
の

上
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

　

町
は
、身
体
障
害
・
知
的
障
害
の

あ
る
人
に
、理
容
美
容
利
用
券
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

１
枚
２
，０
０
０
円
分
で
、対
象

者
に
は
、７
月
に
は
が
き
で
交
付

し
ま
す
。（
年
間
１
枚
の
み
）

▼
対
象
者

　

４
月
１
日
時
点
で
、町
に
住
む

在
宅
の
身
体
障
害
者
手
帳
お
よ
び

療
育
手
帳
所
持
者
。

▼
利
用
方
法

　

は
が
き
に
署
名
・
押
印
の
上
、町

内
の
理
容
・
美
容
店
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

※
町
内
の
各
理
容
・
美
容
店
へ
町

か
ら
協
力
依
頼
を
し
ま
す
が
、対

応
の
有
無
に
つ
い
て
は
、事
前
に

各
店
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
７
７
４
４（
直
通
）

ニュース

３ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成（
福
祉
医
療
制
度
）

申
請
・
更
新
が
必
要
で
す

緊急時の電話相談先
 ☎♯8000群馬子ども緊急相談

子どもの具合が悪くなったとき、保健師や看護師が電話
で相談に応じます。

ダイヤル回線、ＩＰ電話の場合は、
携帯電話から☎03-5524-8135へ ※通話料は有料です

月～土曜日 
日・祝・年末年始

18:00～翌朝8:00
  9:00～翌朝8:00受付時間 

区　　分 対　象　者 申請に必要なもの

子ども
出生時に申請 ０歳～中学校３年生 □健康保険証　□印鑑

申
請
・
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

重度心身障害者
（高齢重度障害者含む）
更新：３年に１度
※ただし、精神通院医療適
用者は３年に１度とは限
りません。

障害年金１級 □障害者年金証書
□健康保険証　□印鑑

身体障害者１・２・３級
※３級は入院のみ

□身体障害者手帳
□健康保険証　□印鑑

療育手帳Ａ判定 □療育手帳
□健康保険証　□印鑑

特別児童扶養手当１級 □特別児童扶養手当証書
□健康保険証　□印鑑

精神通院医療適用者
※精神通院のみ

□自立支援医療受給者証
□健康保険証　□印鑑

母子・父子家庭等
更新：１年に１度

・母子・父子家庭で18歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある
児童とその扶養者
・父母のいない18歳に達する日以後
の最初の3月31日までの児童
※いずれも所得税非課税者

□健康保険証　□印鑑
□戸籍謄本（本籍地が町外の人）
□平成30年度の所得課税証明書
　（1月1日以降町に転入した人）

福祉医療費制度の対象者

身
体
障
害
・

身
体
障
害
・

知
的
障
害
の
あ
る
人
へ

知
的
障
害
の
あ
る
人
へ

理
容
美
容
利
用
券
の
交
付

理
容
美
容
利
用
券
の
交
付

申請・更新は

までに!
7月31日㊋

母
子
・
父
子
家
庭
等
の
対
象
者
、重

度
心
身
障
害
者
で
資
格
者
証
を
持

つ
人
は
、７
月
31
日
㊋
ま
で
に
申

請
・
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
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介
護
保
険
料
・
介
護
保
険
制
度
の
改
正

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
30
年
度
は
、３
年
ご
と
に

行
わ
れ
る
介
護
保
険
料
の
改
定
の

年
で
す
。介
護
保
険
料
の
額
は
、介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用

や
65
歳
以
上
の
人
の
所
得
な
ど
を

も
と
に
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

各
所
得
段
階
に
応
じ
て
、基
準

額
に
割
合
を
か
け
た
も
の
が
介
護

保
険
料
の
金
額
と
な
り
ま
す
。詳

し
く
は
下
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負

担
割
合
が
２
割
の
人
の
中
で
、特

に
所
得
の
高
い
層
の
負
担
割
合
が

３
割
と
な
り
ま
す
。①
②
を
両
方

満
た
す
人
が
対
象
で
す
。

①
65
歳
以
上
で
、本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
２
２
０
万
円
以
上

②
本
人
を
含
め
た
同
一
世
帯
の
65

歳
以
上
の
人
の
年
金
収
入
＋
そ
の

他
の
合
計
所
得
額
が
、

１
人
の
場
合
⬇
３
４
０
万
円
以
上

２
人
以
上
の
場
合
⬇
あ
わ
せ
て

４
６
３
万
円
以
上

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

町政ニュース

介
護
保
険
制
度
改
正

8月
から

平成30～ 32年度（第７期）介護保険料
所得段階 対　象　者 保険料率 保険料年額

第１段階

・生活保護受給者
・世帯全員が町民税非課税で、老齢年金受給者
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額
　の合計が80万円以下の人

基準額×0.45 ＝ 32,400円

第２段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が80万円を超え、120万円以下の人

基準額×0.75 ＝ 54,000円

第３段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が120万円を超える人

第４段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計
所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の人 基準額×0.9 ＝ 64,800円

第５段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計
所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える人 基準額 ＝ 72,000円

第６段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人 基準額×1.25 ＝ 90,000円

第７段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 基準額×1.5 ＝ 108,000円

第８段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.75 ＝ 126,000円

第９段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×2.0 ＝ 144,000円

第10段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人 基準額×2.25 ＝ 162,000円

基準額
保険料(年額) 

72,000円

　

認
知
症
や
障
害
な
ど
に
よ
る
行

方
不
明
者
の
早
期
発
見
・
保
護
に

役
立
て
る
た
め
、群
馬
県
全
域
で

事
前
登
録
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。顔
写
真
や
身
体
的
特
徴
な
ど

の
ほ
か
に
、希
望
す
る
人
は
静
脈

情
報
を
登
録
で
き
、自
分
自
身
で

住
所
な
ど
が
言
え
な
い
場
合
で
も

安
心
で
す
。

▼
対
象
者　

・
65
歳
以
上
の
人

・
認
知
症
や
認
知
症
の
疑
い
が
あ

　

る
人

・
障
害
な
ど
に
よ
り
行
方
不
明
と

　

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
人

▼
登
録
方
法　

登
録
用
紙（
個
人

票
・
同
意
書
）を
記
入
し
、顔
写
真

（
Ｌ
版
）２
枚
を
添
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。静
脈
情
報
は
警
察
署

で
登
録
を
行
い
ま
す
。

▼
提
出
先　

高
齢
福
祉
室
、地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、警
察
署
の
い
ず
れ
か

▼
問
い
合
わ
せ
先　

（
役
場
）健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
４
３
２
３

6565
歳
以
上
は

歳
以
上
は

登
録
し
て
お
く
と
安
心
で
す

登
録
し
て
お
く
と
安
心
で
す

認
知
症
高
齢
者
な
ど
の

認
知
症
高
齢
者
な
ど
の

事
前
登
録
制
度

事
前
登
録
制
度
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ース

今月の納税今月の納税

納期限7月31日㊋
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

固定資産税…2期
国民健康保険税
介護保険料　　 　　　 …１期
後期高齢者医療保険料

国
民
健
康
保
険
税
の
見
直
し

納
付
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、軽
減
判
定
所
得
の
見
直
し
と
課
税
限
度
額
の

引
き
上
げ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。改
定
後
の
国
保
税
に
つ
い
て
は
、７
月
に
納
税

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。確
認
の
上
、期
限
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

軽減判定所得の
見直し

課税限度額の
引き上げ

　世帯（加入者と世帯主）の総
所得に応じて、均等割額・平等
割額が軽減される制度です。
地方税法の改正に伴い、５割・
２割軽減の範囲が拡大されま
した。

▼問い合わせ先
　財務課 税務室
　☎26‒2237（直通）

　下の表は、改定後の税率・課税限度額での計算方法で
す。医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分それぞ
れを計算した金額の合算額が保険税額となります。

軽減割合 世帯（世帯主と加入者）の総所得

７割軽減 33万円以下（改正なし）

５割軽減
改正前 33万円+（27万円×加入者数）以下

改正後 33万円+（27万5千円×加入者数）以下

２割軽減
改正前 33万円+（49万円×加入者数）以下

改正後 33万円+（50万円×加入者数）以下

医療保険分
（すべての被保険者）

後期高齢者支援金分
（すべての被保険者）

介護保険分
（40～ 64歳の被保険者）

所得割
世帯の加入者全員の
課税所得金額×6.7%

世帯の加入者全員の
課税所得金額×2.2%

世帯の加入者全員の
課税所得金額×1.6%

※課税所得金額＝前年の総所得金額ー基礎控除33万円

均等割 世帯の加入者数×27,400円 世帯の加入者数×8,400円 世帯の加入者数×6,700円

平等割 １世帯につき25,800円 １世帯につき9,200円 １世帯につき7,600円

課税限度額
改定前540,000円➡

改定後580,000円
190,000円 160,000円

※加入者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度へ移
　行した人も含みます。

パパ（42）
年収400万円
（課税所得233万円）

ママ（38）
専業主婦

娘（13）
中学１年生

所得割

医療保険分

（端数切り捨て）

均等割

平等割

156,110円
＋

＋

＋

＝

82,200円

25,800円

264,100円

後期高齢者支援基金分

51,260円
＋

＋

＋ ＝

＝

25,200円

9,200円

85,600円

介護保険分

37,280円
＋

＋

＝

6,700円

7,600円

51,500円 401,200円
年額

約44,500円

1期あたりの
国保税は

吉岡家
の場合

※課税限度額を超える部分は課税されません。
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現
役
並
み

現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上

現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上

現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上

一　般 課税所得145万円未満

住
民
税

非
課
税

低所得者Ⅱ 住民税非課税

低所得者Ⅰ 住民税非課税で、年金収入80万円以下など

●70～74歳の国保加入者
●後期高齢者医療被保険者 です。
   （75歳以上のすべての人）

70歳以上の人とは、

高
額
療
養
費
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
上
限
額
が
変
更

70
歳
以
上
の
皆
さ
ま
へ

　

す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
社
会
を
維
持
す
る
た
め
、

世
代
間
の
公
平
を
図
る
も
の
で
す
。70
歳
以
上
の
人
は
、平
成
30
年
８
月
か
ら

高
額
療
養
費
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
上
限
額
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

高額療養費
制度とは？

高額介護合算
療養費とは？

ひと月に支払った医療費が高額になった場合に、決められ
た上限額を超えた分を払い戻す制度です。上限額は、個人も
しくは世帯の所得に応じて決まっています。

医療費と介護保険サービスを
利用したときに支払った額を
世帯内で合算して、限度額を超
えた分が支給されます。

所得区分
外来＋入院（世帯ごと）

外来（個人ごと）

現役並み
所得者 57,600円

80,100＋
（医療費－267,000円）

×１％
※〈多数回44,400円〉

一般

14,000円

（年間上限
144,000円）

57,600円
※〈多数回44,400円〉

低所得者
Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者
Ⅰ 15,000円

所得区分 限度額

現役並み
所得者 67万円

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ 19万円

所得区分 限度額

現役並み
所得者Ⅲ 212万円

現役並み
所得者Ⅱ 141万円

現役並み
所得者Ⅰ 67万円

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ※ 19万円

所得区分
外来＋入院（世帯ごと）

外来（個人ごと）

現役並み
所得者Ⅲ

252,600円+（医療費－842,000円）×1％
※＜多数回140,100円＞

現役並み
所得者Ⅱ

167,400円+（医療費－558,000円）×1％
※＜多数回93,000円＞

現役並み
所得者Ⅰ

80,100円+（医療費－267,000円）×1％
※＜多数回44,400円＞

一般 18,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
※〈多数回44,400円〉

低所得者
Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者
Ⅰ 15,000円

平成30年7月まで 平成30年8月から

※過去12カ月以内に、3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。 

※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、
　限度額の適用方法が異なります。

▼問い合わせ先
　健康福祉課 保険室  ☎26‒2249（直通）

国民健康保険・後期高齢者医療保険の所得早見表（6～7ページ）

平成30年7月まで 平成30年8月から
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限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
申
請
・
更
新

窓
口
で
支
払
う
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き

　

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
は
、１
カ
月
間
に
か

か
る
医
療
費
の
窓
口
で
の
支
払
い

を
一
定
額
に
抑
え
、入
院
時
の
食

事
代
を
減
額
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
交
付

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。入

院
の
予
定
が
あ
る
人
や
、医
療
費

不
可
）

□
世
帯
主
と
認
定
証
が
必
要
な
人

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
し
く

は
通
知
カ
ー
ド

□
写
真
付
身
分
証
明
書

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

新
し
い
被
保
険
者
証
は
茶
色
で
す

　

医
療
機
関
で
提
示
す
る
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
、８
月

１
日
か
ら
茶
色
に
な
り
ま
す
。８

月
以
降
、今
ま
で
の
緑
色
の
被
保

険
者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

短
期
被
保
険
者
証

　

通
常
、被
保
険
者
証
の
更
新
期

間
は
１
年
間
で
す
が
、保
険
料
の

滞
納
状
況
に
よ
り
、有
効
期
間
の

短
い
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
、特
別
な

理
由
が
な
く
納
付
状
況
が
改
善
し

な
い
と
き
は
、医
療
費
が
い
っ
た

ん
全
額
負
担
に
な
る
資
格
証
明
書

を
交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

　

被
保
険
者
証
裏
面
の
臓
器
提
供

意
思
表
示
欄（
任
意
）に
記
入
す
る

こ
と
で
、提
供
意
思
を
表
示
で
き

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

（
役
場
）健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
７
・
２
５
６
・
７
１
２
５

所得区分 自己負担割合

現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ ３割

現役並み所得者Ⅱ・Ⅰのうち、①～③に該当する人  
　①被保険者が同一世帯に１人で収入額が383万円未満の人
　②被保険者が同一世帯に２人以上で、収入額合計が520万円未満の人
　③同一世帯に70～ 74歳の人がいる場合、その人と被保険者の収入額合計が520万円未満の人

申請により
１割

一般
１割

低所得者Ⅱ・Ⅰ

医療費の自己負担割合 平成31年７月末までの自己負担割合は、同一世帯の被保険者
の平成30年度の住民税課税所得により判定されます。 

が
高
額
に
な
る
人
は
、

事
前
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。な
お
、現
在
交

付
さ
れ
て
い
る
認
定
証

な
ど
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
㊋
で
す
。引
き

続
き
必
要
な
場
合
は
、

更
新
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※
認
定
証
な
ど
が
な
く

て
も
、限
度
額
を
超
え

た
支
払
額
は
、高
額
療

養
費
の
申
請
に
よ
り
後

日
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
手
続
き
場
所

健
康
福
祉
課 

保
険
室

（
④
窓
口
）

▼
必
要
な
も
の

□
保
険
証

□
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印

所得区分 認定証種別 手続き

国
民
健
康
保
険

70歳未満
限度額適用認定証
または限度額適用・
標準負担額減額認定証

認定証が必要な人は、
手続きをしてください。

70
〜
74
歳

現役並み
所得者Ⅱ・Ⅰ

限度額適用認定証
（H30年8月から新設）

低所得者Ⅱ・Ⅰ 限度額適用・
標準負担額減額認定証

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

75
歳
以
上

現役並み
所得者Ⅱ・Ⅰ

限度額適用認定証
（H30年8月から新設）

低所得者Ⅱ・Ⅰ 限度額適用・
標準負担額減額認定証

認定証が必要な人は、
手続きをしてください。
※ただし、前年度認定証の交付を
受け、今年度も該当する人には、
新しい被保険者証と一緒に送付
します。


